
　このお知らせが届いた方は、令和６年度の保険料について、７・８・９月は普
通徴収（現金または口座振替による納付）で納めていただきます。
　年金天引きの要件に該当する方は、10月から特別徴収に切り替わります�
（手続きは不要です）。
　令和６年度の保険料の金額と納付方法は、７月中旬にお送りする「保険料額決
定通知書」でお知らせします。

令和６年度後期高齢者
医療保険料のお知らせ

※�令和５年 12月３日～令和６年２月２日に 75歳になった方は、８月から特別
徴収（年金天引き）を開始する場合があります。この場合、７月から９月まで
の普通徴収はありません。該当する方には別途お知らせをお送りします。

■令和６年度保険料の徴収方法

徴収期別 徴収方法

４～６月 徴収はありません

７月 普通徴収

８月 普通徴収

９月 普通徴収

10月～
令和７年３月 普通徴収または特別徴収

■年金天引きに関するよくある質問と回答

令和６年10月以降の徴
収方法は、７月中旬に
お送りする「保険料額
決定通知書」でお知ら
せします。

　年金を一定額以上受給しており、「年金天引きの要件」を満たしている
と思うが、年金天引き（特別徴収）にならないのはなぜか。

　複数の年金を受給している場合、特別徴収が行われる年金の優先順位が定
められており、いずれか一つの年金から特別徴収を行います。
　老齢基礎年金を受給している方は、老齢基礎年金の優先順位が最も高いた
め、老齢基礎年金の受給額で特別徴収ができるかを判定します。
　そのため、受給している年金の総額が多い方でも、年金天引きの対象とな
らない場合があります。

　区役所の区民生活課（中央区は窓口サービス課）で手続きができます。
　手続きの際は次の書類が必要です。
●申請者の本人確認書類
●送付先の変更を希望する方の被保険者証
●送付先として設定する方の住所がわかる本人確認書類
※�成年後見人または入所する施設・病院へ送付先を設定
する場合や、登録済みの送付先を変更する場合は、別
途書類が必要になります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

書類の送付先を変更したい場合

　次の①②の両方に該当する方は、法令により保険料が年金天引きされます。
　①新潟市の介護保険料が年金から天引きされている
　②�後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、介護保険料が天引きされて
いる年金の受給額の２分の１を超えない

年金天引きの要件（10月以降、納付方法が年金天引きとなる方）

©新潟市

大切なお知らせが確実
に届くよう、ぜひご活
用ください。



　私は、75歳になり後期高齢者医療保険料を支払っていますが、国民健
康保険料も別に納めています。両方とも払わなければいけないのでしょう
か？

　後期高齢者医療制度の加入者になると、これまで加入していた健康保険は
脱退となり、お一人ずつ後期高齢者医療保険料を納めていただくことになり
ます。
　国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となります。世帯主が後期高齢者
医療制度に移行し、国民健康保険加入者でなくなった場合でも、世帯の中に
国民健康保険加入者がいる場合は、その方の国民健康保険料は、世帯主の方
が納めなければなりません（国民健康保険料には、後期高齢者医療制度加入
者の保険料は、含まれていません）。

後期高齢者医療保険料のＱ＆Ａ

【お問い合わせ先】
区 役 所 担 当 課 電 話 番 号
北 区 区 民 生 活 課 ０２５（３８７）１２８５
東 区 区 民 生 活 課 ０２５（２５０）２２７５
中 央 区 窓口サービス課 ０２５（２２３）７１５４
江 南 区 区 民 生 活 課 ０２５（３８２）４２４１
秋 葉 区 区 民 生 活 課 ０２５０（２５）５６７７
南 区 区 民 生 活 課 ０２５（３７２）６１３７
西 区 区 民 生 活 課 ０２５（２６４）７２５４
西 蒲 区 区 民 生 活 課 ０２５６（７２）８３４０

　普通徴収の保険料通知書は、７月まで来ないとのことですが、私は６月
に県外に転出する予定です。転出までの保険料はどうしたらよいですか？

　新潟市から他の市町村へ転出される場合は、令和６年度分の保険料のうち
４月から転出するまでの期間に応じた後期高齢者医療保険料を新潟市に納め
ていただく必要があります。
　７月に保険料の通知書を郵送しますので、清算をお願いします。

　毎月 20日までの申し込みで、翌月末分から振替開始となります。
※�７月末の普通徴収分から口座振替としたい場合、６月 20日までに申し込んでくだ
さい。

保険料の納付は口座振替のご利用を

　口座振替登録をした人は、申請をすることで、年金天引きの要件に該当する場合で
あっても徴収方法を口座振替とすることができます。

申請方法　�区役所の区民生活課（中央区は窓口サービス課）に所定の申請書を提出し
てください。

　　　　　※�金融機関で口座振替の登録を新規に行った方は、「口座振替依頼書」の
本人控えが必要です。

※10月以降の年金天引きを停止したい場合、７月 19日までに申請してください。
※未納保険料があると、特別徴収の中止に応じられない場合があります。

特別徴収中止申請（徴収方法を年金天引きから口座振替に変更する）

●金融機関
必要なもの� 保険証、通帳、通帳届出印、口座振替依頼書

●区役所・出張所
必要なもの� �保険証、取扱金融機関のキャッシュカード（ICキャッシュカー

ド、代理人カード、家族カードなど、一部お取扱いできないカード
があります。）

� ※手続きには、カードの暗証番号が必要です。

※取扱金融機関など、詳しくはお問い合わせください。

口座振替の手続き 次のいずれかの窓口で手続きをしてください。

◆ 国民健康保険料の納付で登録している口座は、後期高齢者医療保険料には引き
継がれません。改めて登録が必要です。

※�配偶者または世帯主の口座からの引き落としもできます。この場合の社会保険料控
除は、口座名義人の方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税に
影響が生じる場合があります。
※�口座振替登録をしていても、年金天引きの要件に該当する方は、年金天引きが優先
されます。徴収方法を年金天引きから口座振替に変更したい方は下記の申請が必要
です。


